がん地域連携クリティカルパスに係る診療報酬施設基準届出の流れ









1 医療連携を希望する医療機関は、【事務局：大分大学医学部附属病院　がん相談支援センター】に電話を入れ、連携医療機関登録票に記載しFAX送信する。
（毎月1日～15日　以降は翌月の手続きとなる。）
※県内すべてのがん診療連携拠点病院（以下「計画策定病院」という。）と連携する。
2 連携医療機関は、九州厚生局大分事務所あて下記届出書類（正副2通）を【事務局】へ送付する。
（毎月20日まで必着）
『がん治療連携指導料(B005-6-2)』届出　
・「特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)」
※県内すべての計画策定病院と、5大がん＋前立腺がんの連携をすることになります。
　　※県外の計画策定病院とすでに『がん治療連携指導料』を届出済みの場合には、【事務局】に必
　　　ず相談してください。
3 【事務局】は、連携医療機関を一覧表にまとめ、県内すべての計画策定病院に提供する。
（毎月20日まで）
④　【事務局】は、連携医療機関の届出書類を集約し、九州厚生局大分事務所へ一括して提出する。（毎月末日まで）
・「特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)」
・「がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料の施設基準に係る届出書添付書類
(様式13の2)」
・5大がん+前立腺がんの「医療機関用　共同診療計画表」（様式13の2の添付書類）
⑤　受理状況を九州厚生局のHPにて公開
　　
　※計画策定病院については、連携医療機関が追加になった場合、九州厚生局への変更届出は不要。
　＊上記で示した期日が土日祝日の場合はその前日
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【連携医療機関】


（一般病院・診療所等）


＊がん拠点病院を除く





登録票提出（毎月1日～15日）





【事　務　局】


大分大学医学部附属病院


がん相談支援センターTEL：097-586-6376


FAX：097-586-6138





施設基準届出書類を事務局へ　　


　　（毎月20日まで）





⑤　受理状況をHPにて公開








➃　施設基準届出書を


九州厚生局へ


（毎月末日まで）





一覧表提供


（毎月20日まで）











【九州厚生局　大分事務所】





【計画策定病院】


がん診療連携拠点病院














